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第 号

委
告
示

口
県
指
定
有
形
文
化
財
の
追
加
指
定

口
県
指
定
天
然
記
念
物
の
指
定
…
…

口
県
指
定
名
勝
の
指
定
…
…
…
…
…

管
告
示

接
請
求
に
必
要
な
有
権
者
の
数
…
…

治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の

報口
県
地
域
防
災
計
画
の
修
正
…
…
…

安
林
の
指
定
（
森
林
整
備
課
）
…
…

定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
（

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関

定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競

路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

目

次

示た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
の
届
出
（

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五

地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村

週
火
・
金
曜
日
発
行

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

要
旨
に
関
す
る
告
示
の
一
部
訂
正
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二
件
）
（
砂

争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
三
件
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
公
聴
会
の

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平
生
町
）
（
市
町
課
）
…
…
…
…
…
…

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

防
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

（
港
湾
課
）
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

開
催
（
自
然
保
護
課
）
…
…
一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

の
概
要
（
二
件
）

（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

平 成 年
月 日

（金曜日）

の
地
点

の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら

の
地
点

９
の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

の
地
点

の
地
点
か
ら

１
の
地
点

熊
毛
郡
平
生
町

〇
・
一
一
一
秒
東

秒
二
、
四
七
九
・

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
六
日

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
佐
賀
字

の
地
先
公
有
水
面
で
、
次
の
１

地
点
を
結
ぶ
平
成
五
年
秋
分
の

町
道
佐
賀
臨
港
線
護
岸
と
の
境

方
メ
ー
ト
ル

告

山
口
県
告
示
第
百
七
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

長
か
ら
平
生
町
の
区
域
内
に
新

三
一
四
度
四
九
分
〇
八
秒
一
・
〇

四
四
度
二
五
分
三
九
秒
四
・
三
〇

三
一
五
度
〇
八
分
〇
四
秒
一
・
〇

四
四
度
二
八
分
五
三
秒
四
・
三
〇

一
三
四
度
二
八
分
五
三
秒
一
・
〇

四
四
度
二
六
分
三
九
秒
一
一
・
七

三
一
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
・
〇

四
四
度
二
五
分
二
六
秒
四
・
三
〇

一
三
四
度
〇
〇
分
三
六
秒
一
・
〇

四
四
度
二
四
分
四
六
秒
一
一
・
七

大
字
佐
賀
字
峰
尾
の
鳩
ケ
峰
四
等

経
一
三
二
度
〇
六
分
二
六
・
三
二

八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二
四
度
二
七
分
二
七
秒
一
三
七

一
三
四
度
三
二
分
四
一
秒
二
・
二

四
四
度
三
二
分
四
一
秒
三
・
一
〇

一
三
四
度
二
四
分
三
七
秒
六
八
・

四
四
度
五
五
分
二
三
秒
一
一
・
八

山
口

岩
田
一
五
五
一
の
一
五
か
ら
同
大

の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順

満
潮
位
（

・

・

＋
二
・
六
三

界
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
の
公
有
水

示

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の

た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を

一

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五
四
分

九
秒
）
か
ら
二
四
六
度
一
九
分
三

・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

県
知
事

二

井

関

成

字
字
荒
木
九
一
〇
の
三
に
至
る
土

次
結
ん
だ
線
及
び
１
の
地
点
と

メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面

面
埋
立
地
一
四
、
五
五
四
・
五
四

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
生

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日
確
認
し

〇四 地のと平 町た

告

示
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の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
五
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
四
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
四
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
度
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
八
六

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七
七

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
五
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
五
九

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
五
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八
〇

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
五
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
三
三

の
地
点

の
地
点
か
ら
四
四
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
一
五

の
地
点

の
地
点
か
ら
四
四
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
三
四

の
地
点

の
地
点
か
ら
四
四
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
八
九
度

の
地
点

の
地
点
か
ら
〇
度
一

一
六
分
二
二
秒
四
・
二
七
メ
ー

度
三
四
分
〇
四
秒
〇
・
九
九
メ

二
一
分
〇
七
秒
一
二
・
九
〇
メ

度
二
三
分
五
七
秒
一
〇
・
〇
二

度
四
八
分
三
六
秒
二
・
六
八
メ

三
九
分
三
二
秒
〇
・
九
九
メ
ー

〇
分
二
六
秒
四
八
・
一
三
メ
ー

度
三
三
分
〇
九
秒
三
・
五
七
メ

一
九
分
一
九
秒
四
・
二
九
メ
ー

度
五
六
分
五
三
秒
一
・
〇
〇
メ

二
七
分
一
七
秒
一
一
・
八
〇
メ

度
五
五
分
一
九
秒
〇
・
九
九
メ

三
二
分
三
九
秒
四
・
二
九
メ
ー

度
〇
三
分
一
八
秒
一
・
〇
〇
メ

二
三
分
五
八
秒
一
一
・
八
〇
メ

度
四
三
分
三
四
秒
一
・
〇
〇
メ

二
六
分
五
五
秒
四
・
二
九
メ
ー

度
四
二
分
四
五
秒
一
・
〇
〇
メ

二
一
分
〇
七
秒
一
一
・
八
一
メ

度
四
五
分
三
七
秒
一
・
〇
〇
メ

三
八
分
四
二
秒
四
・
三
〇
メ
ー

度
〇
五
分
四
九
秒
〇
・
九
九
メ

二
六
分
三
五
秒
一
一
・
八
二
メ

度
三
八
分
二
四
秒
一
・
〇
〇
メ

度
四
一
分
〇
〇
秒
一
・
〇
〇
メ

二
二
分
五
二
秒
一
一
・
六
八
メ

度
四
六
分
三
九
秒
一
・
〇
一
メ

一
三
分
三
七
秒
四
・
三
二
メ
ー

度
一
五
分
二
五
秒
一
・
〇
一
メ

一
七
分
〇
二
秒
一
一
・
四
九
メ

二
二
分
四
七
秒
六
・
五
四
メ
ー

七
分
二
五
秒
〇
・
九
九
メ
ー
ト

ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ー
ト
ル
の
地
点

ト
ル
の
地
点

ル
の
地
点

〃

一
三
五

（

／
日
）

三
七

タ

一
、
七
三
〇

（

／
日
）

備
考

「
三
七

ロ
」
及
び
「
三

十
八
号
）
別
表
第
一
第
三
十

い
う
。

種
類
、
構
造
及
び
使
用

種

類

構

能

力

三
七

ロ

二
五
〇

（

／
日
）

〃

〃
（

／
日
）

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

三
井

住

所

東
京

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称

名

称

三
井
化
学
株

所
在
地

玖
珂
郡
和
木

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

山
口
県
告
示
第
百
七
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策

平
成
十
九
年
四
月
六
日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七

タ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施

七
号
の
石
油
化
学
工
業
の
用
に
供
す
る

時
間
間
隔
等

造

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開

予年
月

平
成
一
九
、

五
、
一
平
成
一
九
、

一
二
、
二
八
平
成
二
〇
一
、

〃

〃

〃
山
口

及
び
住
所

化
学
株
式
会
社

都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
五
番
二
号

及
び
所
在
地

式
会
社
岩
国
大
竹
工
場

町
和
木
六
丁
目
一
番
二
号

置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概

こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ

た
書
面
は
、
平
成
十
九
年
四
月
六

課
及
び
和
木
町
役
場
に
お
い
て
公

〃

〃

〃

〃

〃

〃

行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八

分
離
施
設
及
び
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
を

使

用

の

方

法

始定日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

、一
連

続
二
四
時
間
変
動
な
し

〃

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事

日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
の
間

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

二

基前、



平成

凝

年 月 日 金曜日

活種

山 口 県

凝沈オ

（定期）報

備四

第 号

種
集

沈

殿

施

設

処
理
後

性
汚
泥
処
理
施
設

〃

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び

類

項

目

水通

処
理
前

種

類

構

集

沈

殿

施

設

鉄
筋
コ
ン
ク
リ

製

殿

槽

〃

イ
ル
セ
パ
レ
ー
タ
ー

〃

〃

七
・
五

〃

七

三
七

タ

〃

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

三
七

ロ

七

〃

〃

〃

二
一
、
五
〇
〇

処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態

汚

水

等

素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
（

常

最

大

通

常

最

七

二
一
三

一
七
六

造

能

力

（

／
日
）

ー
ト

五
〇
〇

二
〇
、
一
六
〇

二
、
四
〇
〇

八

一
八
〇

二
一

六

七
・
五

七
五

一
一

〃

二
八

四

い
て
準
用
す
る
。

項隔
等

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

大

通

常

最

六

七
・
五

一
八

三

六

〃

二
〇

三
〇

活

性

汚

泥

〃

の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

の

汚

染

求
量
／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）
（

大

通

常

最

大

最

二
三
九
一
、八
〇
〇
八
、〇
〇
〇

処
理
の
方
式

使

用

時

間

間

隔

凝

集

沈

殿

連

続

〃

〃

浮

上

〃

〇

七
〇
〇

一
、
二
七
〇

〇

一

三

〇

〃

〃

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

〇

一

三

一
・
八

〃

〃

〃

〃

状

態

の

鉱
油
類
／

）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

二

二

五

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動

概

二

四

時

間

変

動

な

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

状

態

の

窒

素

（

／

）

通

常

最

大

通

八

一
七

〃

〃

汚
水
等
の

値

燐（

／

）

通

常

最

大

通

一

三

の要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完

年

月

し

（
既

〃

〃

〃

〃

〃

〃

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

四

一
二

三

〃

〃

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

四
〇
〇

五
〇
〇

成
予
定日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

設
）

一
七
〇

二
〇
六

一
二

一
五

一
二
〇

一
三
〇

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

一
九
二

二
四
〇



平成 年 月 日 金曜日

当
評
価

山
口

る
。

一

山 口

２山
瀬

づ
く

（定期）県 報

活五排１

第 号

沈オ

住

所

東
京
都
千
代

該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及

平
成
十
九
年
四
月
六
日

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

氏
名
又
は
名
称

全
国
農
業
協

排

水

口

〃

口
県
告
示
第
百
七
十
六
号

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請

性
汚
泥
処
理
施
設

処
理
後

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ
（
水

通

常

排

水

口

八

殿

槽

処
理
前

処
理
後

イ
ル
セ
パ
レ
ー
タ
ー

処
理
前

処
理
後

処
理
前

田
区
大
手
町
一
丁
目
八
番
三
号

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
九
年
四
月
六
日
か

び
山
口
市
環
境
部
環
境
保
全
課
に

山
口
県
知

所同
組
合
連
合
会

九〃

三

一

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を

一
二

〃

五九

九
〇
・
五

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

）

最

大

通

常

最

大

七

九
・
八

二

九

八
一
〇

四

〃

〃

〃

七

六八

二
二

〃

〃

〃

〃

三

四
四
三

の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
、

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す

事

二

井

関

成

〇

一

九

）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

二
一
〇

二
〇

三
〇

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

／

）

鉱
油

（

／

通

常

最

大

最

〇

一
四

二
三

一

二
〇

〃

〃

〃

一
四

二
三

二
〇
〇

〃

〃

〃

〃

〃

六
〇
〇

三
〇

五
〇

種

類

構

能

力

（

／
時
）

一
〇

ロ

一
四

備
考

「
一
〇

ロ
」
と
は
、
水

第
十
号
の
飲
料
製
造
業
の
用

一

一

三

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称

名

称

全
国
農
業
協

所
在
地

山
口
市
仁
保

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
類
、
構
造
及
び
使
用

〃

〃

〃

状

態

の

類
）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

通

・
八

二

五

二

〃

〃

一
・
八

〃

〃

三

〃

〃

二

〃

〃

三

八

一
七

造

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開

予年
月

平
成
一
九
、

五
、
五
平
成
一
九
、

五
、
一
五
平
成
一
九

五
、
一

質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六

に
供
す
る
洗
浄
施
設
を
い
う
。

〇
・
五

一
・
五

一
六
、

及
び
所
在
地

同
組
合
連
合
会
山
口
県
本
部
山
口

下
郷
一
七
七
一
番
地

時
間
間
隔
等

〃

〃

〃
排
出
水
の

値

燐（

／

）

常

最

大

通

一

三

三
三
〇
、

〃

〃

一
七
、

〃

〃

〃

〃

〃

一
、

〃

〃

〃

四

一
二

二
一
、

使

用

の

方

法

始定日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

、六
連

続
二
〇
時
間
変
動
な
し

年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一

〇
〇
〇

二
四
、
〇
〇
〇

加
工
場

〃

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

七
六
六

三
四
六
、
七
七
四

二
四
九

二
〇
、
一
六
〇

〃

三
七
二

二
、
四
〇
〇

〃

三
七
三

二
一
、
五
〇
〇

四



平成 年 月 日 金曜日

五排１２３

山 口 県

種排

（定期）報

備四排

第 号

種
排

水

口

〃

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ
（
水

通

常

排

水

口

七

排

水

口

〃

類

項

目

水通

水

処

理

施

設

処
理
前

処
理
後

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

種

類

構

水

処

理

施

設

鉄
筋
コ
ン
ク
リ

製

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

一
〇

ロ

七

〃

〃

〃

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

）

最

大

通

常

最

大

六八

二
一

二

〃

一
〇

一

汚

水

等

素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
（

常

最

大

通

常

最

七

五九
一
、〇
五
〇
一

〃

六八

二
一

い
て
準
用
す
る
。

項隔
等

造

能

力

（

／
日
）

ー
ト

三
、
九
二
〇

処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

大

通

常

最

五九

二
五
〇

四
〇

〃

〃

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大
腸（

通

常

最

大

通

五

二
〇

三
五

五

五

一
〇

の

汚

染

求
量
／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

、三
〇
〇

一
六
〇

二
六
〇

二
五

二
〇

三
五

処
理
の
方
式

使

用

時

間

間

隔

ろ
過
・
生
物
処

理
・
凝
集
沈
殿

連

続

の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

〇

五
〇

一
〇
〇

〃

〃

〃

状

態

の

菌
群
数

個
／

）

窒

素

（

／

）

常

通

常

最

大

一
〇
〇

三

五

一
〇

二

三

状

態

の

大
腸
菌
群
数

（
個
／

）

窒

素

（

／

通

常

通

常

最

一
、
〇
〇
〇

一
〇

二

一
〇
〇

三

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動

概

二

四

時

間

変

動

な

状

態

の

窒

素

（

／

）

通

常

最

大

通

〇
・
一

〇
・
五

〃

〃

排
出
水

値

燐（

／

）

通

常

最

大

通

一

三

七

〃

二

汚
水
等

値

）

燐（

／

）

大

通

常

最

大

通

〇

三

五

三

五

一

三

〃

の要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完

年

月

し

（
既

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

〇
・
〇
一

〇
・
〇
五

五

三
〇

五
〇

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

、
三
七
一

九
、
一
三
二

一
五
〇

二
〇
〇

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

、
一
二
一

三
、
九
一
二

〃

成
予
定日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

設
）

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

二
五
〇

二
八
〇



平

産
部

成 年 月 日 金曜日 山 口

一二三

（定期）県 報

土
宇
部

山
森

安
林

第 号

山
土

改
良（

「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
柳
井
市
経
済
部

柳
井
市
柳
井
字
森
一
六
六
九

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

保
安
林
の
所
在
場
所

柳
井
市
柳
井
字
森
一
六
六
九
、
字

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

地
改
良
区
の
名
称

市
小
野
土
地
改
良
区

口
県
告
示
第
百
七
十
八
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
六
日

口
県
告
示
第
百
七
十
七
号

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り

平
成
十
九
年
四
月
六
日

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦

・
字
水
越
七
三
二
四
・
七
三
二

）、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め

と
が
で
き
る
立
木
は
、
柳
井
市

と
お
り
と
す
る
。

山
口
県
知

水
越
七
三
二
四
、
七
三
二
五
の

伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

認

可

年

月

日

平
成
一
九
、

三
、
二

百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の

第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

認
可
し
た
。

山
口
県
知

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

覧
に
供
す
る
。
）

五
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て

な
い
。

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

事

二

井

関

成

一
、
七
三
二
五
の
二

八二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

事

二

井

関

成

柳
井
市
柳
井
字
竪
場

一
〇
・
三
三
八
五
の
一

六
、
字
檜
垣
一
二
〇
二
の
一

四
二
、
字
金
ケ
浴
三
三
八
九

九
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

一

保
安
林
の
所
在
場
所

柳
井
市
柳
井
字
竪
場
岩
六

で
、
三
三
八
二
の
一
〇
、
三

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

一

保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
郡
秋
芳
町
大
字
嘉
万

三
二
、
九
七
六
の
三
三
、
九

〇
二
〇
の
一
、
一
〇
二
一
の

〇
二
三
の
一
、
一
〇
二
三
の

の
一
、
一
〇
二
八
の
二
、
字

岩
三
三
八
二
の
一
・
三
三
八
二
の

・
三
三
八
六
・
字
金
ケ
浴
三
三
八

、
一
二
〇
二
の
四
、
一
二
〇
三
の

、
字
杉
殿
四
六
五
九
の
一
（
次
の

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

供
す
る
。
）

一
四
の
一
、
六
一
四
の
二
、
三
三

三
八
五
の
一
、
三
三
八
六
、
字
柳

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
秋

す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

字
半
田
東
山
七
八
九
の
一
二
、
字

七
六
の
四
七
、
一
〇
三
四
、
一
〇

一
、
一
〇
二
二
の
一
〇
、
一
〇
二

二
、
一
〇
二
四
の
一
、
一
〇
二
四

岸
皮
一
〇
五
二
の
一
五

三
・
三
三
八
二
の
四
・
三
三
八
二

九
・
字
杉
殿
四
六
五
九
の
一
・
四

一
、
一
二
〇
四
、
一
二
〇
五
、
四

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
四

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
秋

八
二
の
一
か
ら
三
三
八
二
の
四

ケ
瀬
六
一
五
、
六
一
六
、
三
四

芳
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

種 坂
水
西
山
九
七
六
の
二
、
九
七
六

三
五
、
一
〇
三
六
の
一
、
字
小
吹

二
の
一
八
、
一
〇
二
二
の
二
〇
、

の
三
、
一
〇
二
七
の
一
、
一
〇
二

六

の七 六七 芳ま〇 準 の一一八



平成

急
一
部

年 月 日 金曜日

市
経

山

山 口 県

一
指成

二

（定期）報

産
部

山
森

二
十

予
定

第 号

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

済
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

口
県
告
示
第
百
八
十
号

平
成
十
九
年
四
月
六
日

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成

定
を
す
る
件
（
平
成
十
四
年
農
林

十
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
柳
井
市
経
済
部

口
県
告
示
第
百
七
十
九
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産

で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

九
七
（
以
上
九
筆
に
つ
い
て
次

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

関
す
る
告
示
（
平
成
九
年
山
口

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、
次
の

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

に
供
す
る
。
）

山
口
県
知

る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保

十
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千

水
産
省
告
示
第
十
一
号
）
及
び

五
十
八
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
施
業

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め

と
が
で
き
る
立
木
は
、
柳
井
市

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

県
告
示
第
二
百
三
十
五
号
）
の

と
お
り
と
す
る
。

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
周
南

事

二

井

関

成

安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

四
百
七
十
六
号
）
、
保
安
林
の

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平

に
よ
る
。

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

覧
に
供
す
る
。
）

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る

な
い
。

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

号
と
十
一
号
を
結
ん
だ
線
に

山
口
県
告
示
第
百
八
十
一
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

平
成
十
九
年
四
月
六
日

松
小
田
南
町

地
区
に
関
す

二

区
域
の
範
囲

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

郡

名

町

名

大

島

郡

周
防
大
島
町

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

平
成
十
九
年
四
月
六
日

坂
本
地
区
に
関
す
る
部
分
二

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

号
と
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
一
号

囲
ま
れ
た
区
域

指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
八

る
。

山
口

る
部
分
二

区
域
の
範
囲
を
次
の

〃

〃

六
一

〃

坂

本

四
九

〃

坂

本

東

四
七

〃

砂

田

一
七

〃

〃

一
七

〃

新

屋

一
六

大

字

名

字

名

地

日

前

惣

田

六
三

〃

〃

六
三

〃

坂

本

口

六
二

〃

〃

六
二

〃

〃

六
一

〃

坂

本

西

六
一

山
口

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
二
号

囲
ま
れ
た
区
域

七

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

年
山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

県
知
事

二

井

関

成

よ
う
に
改
め
る
。

六
の
一

七
号

七
の
一

八
号

八
の
二
地
先

九
号

二
〇

十
号

二
〇

十
一
号

八
八

十
二
号

番

標

柱

番

号

六
の
一

一
号

三
の
一

二
号

六
の
一
地
先

三
号

六
の
一
地
先

四
号

九

五
号

〇

六
号

県
知
事

二

井

関

成

め
る
。

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

一 ） 一



平成 年 月 日 金曜日

一

山 口

山
地

り
、

す
る

格
」

次
の

（定期）県 報

〃〃〃〃〃〃

第 号

市下〃〃〃〃

平
成
十
九
年
四
月
六
日

徳
山
下
松
港
廃
棄
物
埋
立
護
岸
築

工
事
場
所

周
南
市
臨
海
町
地

工
事
の
概
要

工

基

礎

工

口
県
告
示
第
百
八
十
二
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

徳
山
下
松
港
廃
棄
物
埋
立
護
岸
築

者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び

と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模

と
お
り
定
め
た
。

長
府
松
小
田
南

町〃〃〃〃〃

名

大

字

名

字

（
町

名
）

関

市

長
府
松
小
田
南

町松

小

田

四

王

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山
口
県
知

造
工
事
（
第
三
工
区
）

先

種

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

造
工
事
（
第
三
工
区
）
の
契
約

状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下

等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

四
六
四
の
二

四
六
四
の
四
五

三
八
七
の
二
二

三
八
七
の
四
八
地
先

三
八
五

三
七
五
の
五

名

地

番

三
七
三
の
二
八
地
先

司

四
七
五

四
七
五

四
七
五

六
六
一

事

二

井

関

成

延

長

七
一
メ
ー
ト
ル

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て

六
号

七
号

八
号

九
号

十
号

十
一
号 標

柱

番

号

一
号

二
号

三
号

四
号

五
号

平
成
十
九
年
四
月
九
日

経
営
規
模
等
入
札
参
加

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
周
南
港
湾
管
理

申
請
書
等
の
提
出
期
間

で
あ
る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

総
合
評
定
値
通
知
書

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
建
設
業
の

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」

共
同
企
業
体
の
代
表
者

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

か
ら
同
月
十
三
日
ま
で
の
午
前
九

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

通
知
書
の
写
し

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

事
務
所

周
南
市
築
港
町
一
三
番

及
び
時
間

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

の
写
し

十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法

許
可
（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
平
成
十
九
年
四
月
五
日
ま
で
に

条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る

と
い
う
。
）
の
土
木
一
式
工
事
の

以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
土
木

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

二
三
号

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も

数
値
が
千
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
式
工
事
の
数
値
が
八
百
五
十
以

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

八

に 共い 規。事の上 でる告規



平成 年 月 日 金曜日

二
構

山 口 県

一

（定期）報

山
地

り
、

営
の

当
該

第 号

四
一

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

場

周

柵

工

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

山
口
宇
部
空
港
用
地
護
岸
改
良
工

工
事
場
所

宇
部
市
大
字
沖
宇

工
事
の
概
要

工

上

部

工

消

波

工

口
県
告
示
第
百
八
十
三
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

山
口
宇
部
空
港
用
地
護
岸
改
良
工

規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

平
成
十
九
年
四
月
六
日

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
九
年
四
月
十
九
日
ま
で
に

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

七
八
七
）
に
す
る
こ
と
。

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

事部
及
び
大
字
西
岐
波
地
先

種

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

事
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入

格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札

査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に

山
口
県
知

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

発
送
す
る
。

、
山
口
県
周
南
港
湾
管
理
事
務

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

七
九
〇
メ
ー
ト
ル

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

延

長

一
二
〇
メ
ー
ト
ル

七
九
〇
メ
ー
ト
ル

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経

参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
及
び

つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

事

二

井

関

成

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

所
（
電
話
〇
八
三
四

二
一

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
九
年
四
月
九
日

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
九
年
四
月
二
十
六

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

三
三
一
一
）
に
す
る
こ
と
。

２

総
合
評
定
値
通
知
書

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
宇
部
港
湾
管
理

共
同
企
業
体
の
代
表
者

で
あ
る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
建
設
業
の

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」

及
び
時
間

か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
の
午
前
九

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
山
口
県
宇
部
港
湾
管
理

の
写
し

通
知
書
の
写
し

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

事
務
所

宇
部
市
港
町
一
丁
目
五

以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
土
木

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法

許
可
（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
平
成
十
九
年
四
月
五
日
ま
で
に

条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る

と
い
う
。
）
の
土
木
一
式
工
事
の

九

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

事
務
所
（
電
話
〇
八
三
六

三
一

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

番
七
号

一
式
工
事
の
数
値
が
八
百
五
十
以

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も

数
値
が
千
以
上
で
あ
る
こ
と
。

を に 上共い 規。事の



平成 年 月 日 金曜日 山 口

二
構

（定期）県 報

一

第 号

山
地

り
、

者
に

い
う

お
り

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
平
成

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

本

体

工

遮

水

工

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

宇
部
港
廃
棄
物
埋
立
護
岸
築
造
工

工
事
場
所

宇
部
市
大
字
沖
宇

工
事
の
概
要

工

基

礎

工

口
県
告
示
第
百
八
十
四
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

宇
部
港
廃
棄
物
埋
立
護
岸
築
造
工

必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を

。
）
及
び
当
該
経
営
規
模
等
入
札

定
め
た
。

平
成
十
九
年
四
月
六
日

十
九
年
四
月
五
日
ま
で
に
国
土

二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と

（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

山
口
県
知

事
（
第
一
工
区
）

部
字
沖
ノ
山
地
先

種

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

事
（
第
一
工
区
）
の
契
約
に
係

要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経

参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時

交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

五
六
五
メ
ー
ト
ル

六
〇
〇
メ
ー
ト
ル

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

事

二

井

関

成

延

長

一
二
五
メ
ー
ト
ル

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と

期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と

三
三
一
一
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
百
八
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土

平
成
十
九
年
四
月
六
日

山
口
県
宇
部
港
湾
管
理

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
九
年
四
月
九
日

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
九
年
四
月
十
九
日

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

総
合
評
定
値
通
知
書

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」

共
同
企
業
体
の
代
表
者

で
あ
る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

山
口

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

事
務
所

宇
部
市
港
町
一
丁
目
五

及
び
時
間

か
ら
同
月
十
三
日
ま
で
の
午
前
九

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
山
口
県
宇
部
港
湾
管
理

の
写
し

の
写
し

通
知
書
の
写
し

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

と
い
う
。
）
の
土
木
一
式
工
事
の

以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
土
木

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

県
知
事

二

井

関

成

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

番
七
号

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

事
務
所
（
電
話
〇
八
三
六

三
一

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

数
値
が
千
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
式
工
事
の
数
値
が
八
百
五
十
以

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

一
〇

路 を に 上共い



平成 年 月 日 金曜日

（
一大

と
お当

同
年

い
て

山 口 県

一二
壁護

（定期）報

（
一鳥

第
四

し
ま

第 号

地下七二

平
成
十
九
年
四
月
六
日

六
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

八
月
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

公
聴
会
に
お
い
て
聴
こ
う
と
す
る

特
別
保
護
地
区
の
指
定

公
聴
会
の
日
時
及
び
場
所

指
定
し
よ
う
と
す
る

特
別
保
護
地
区

日

島
鳥
獣
保
護
区
特
別
保

地
区

平
成
一

午
後

公

六
六
）
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

す
。

平
成
十
九
年
四
月
六
日

名

及

び

番

松
市
南
花
岡
三
丁
目
一
七
七
二
の
二
、

七
二
の
三
、
一
七
七
二
の
五
及
び
一
七

の
一
五

山
口
県
知

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条

出
が
あ
り
ま
し
た
。

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

工
労
働
部
商
政
課
及
び
下
関
市

山
口
県
知

案
件

時

場

九
、

五
、
二
五

二
時

下
関
市
豊

下
関
市
役

告

適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法

十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
（
メ

一七

四
・
〇

五
・
〇

事

二

井

関

成

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

、
平
成
十
九
年
四
月
六
日
か
ら

観
光
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お

事

二

井

関

成
所

北
町
大
字
滝
部
三
一
四
〇
の
一

所
豊
北
総
合
支
所

に
基
づ
く
公
聴
会
の
開
催

律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条

、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催

長

ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

三
九
・
一

一
八
六
・
五
八

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
八
時
か
ら
午
後
八

八

届
出
年
月
日

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

氏

名

又

は

名

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

五
箇
所

駐
車
場
の
収
容
台
数

五
四
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

三
六
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設

一
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

名
氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設

平
成
十
九
年
十
二
月
一
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店

一
、
三
三
四
平
方
メ
ー
ト

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ク
ス
リ
岩
崎

所
在
地

下
関
市
梶
栗

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置

名

称

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

時
ま
で

の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

称

開午

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

入
口
の
数

の
容
量 住

周
南
市
福
川
三
丁
目
一
八
番
二

を
す
る
日

舗
面
積
の
合
計

ルの
配
置
に
関
す
る
事
項

及
び
所
在
地

チ
ェ
ー
ン
下
関
安
岡
店

三
丁
目
六
番
六
号

す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

住
周
南
市
福
川
三
丁
目
一
八
番
二

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は

一
一

る
時
間
帯

刻
及
び
閉
店
時
刻

店
時
刻

閉
店
時
刻

前
九
時
三
〇
分

午
後
八
時

所

代
表
者
の
氏

二
号

河
戸
憲
一
郎

代
表
者
の
氏
名

所

代
表
者
の
氏

二
号

河
戸
憲
一
郎

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の

名 名氏

公

告



平成 年 月 日 金曜日

山
山

山
口

次
の

山 口

二

（定期）県 報

一二一

第 号

（
一都

関
す

教

育

委

口
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一

口
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四

県
指
定
有
形
文
化
財
茶
臼
山
古
墳

有
形
文
化
財
を
追
加
し
て
指
定
す

平
成
十
九
年
四
月
六
日

熊
毛
郡
田
布
施
町
中
央
南

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施

岡
本
惠
都
子

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施

岡
本

仁
策

工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

萩
市
大
字
椿
東
字
善
田
、
字
西
ノ

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

萩
市
大
字
土
原
四
一
七
番
地

土
原
開
発
有
限
会
社

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

六
八
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
十
九
年
四
月
六
日

山

員

会

号
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
）
第

出
土
品
（
平
成
七
年
山
口
県
教

る
。

び
氏
名

三
四
八
四
番
地

三
四
八
四
番
地

山
口
県
知

寄
及
び
字
平
方
（

工
区
）

び
氏
名

称 の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

口
県
教
育
委
員
会

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

育
委
員
会
告
示
第
一
号
）
に
、

事

二

井

関

成

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

名

称

所

山
口
県
教
育
委
員
会
告
示
第

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（

り
、
次
の
記
念
物
を
山
口
県
指

平
成
十
九
年
四
月
六
日

平
成
十
九
年
四
月
六
日

名

称

所

宿
井
の
ハ
ゼ
ノ
キ

熊
毛
郡
田
布

橋
ヶ
下
二
〇
六

鉄
刀
破
片

鉄
剣
鉄
剣
破
片

鉄
刀
子

鉄
刀
子
破
片

山
口
県
教
育
委
員
会
告
示
第

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（

り
、
次
の
記
念
物
を
山
口
県
指

名
埴
輪
片

鉄
刀
鉄
剣
鉄
刀
子

硬
玉
製
勾
玉

蛇
紋
岩
製
勾
玉

碧
玉
製
管
玉

埴
輪
片

在

地

指

定

三
号

昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号

定
名
勝
に
指
定
す
る
。

在

地

指

定

施
町
大
字
宿
井
字

九
の
二

熊
毛
郡
田
布
施

橋
ヶ
下
二
〇
六

一

括

一

口

一

括

七

口

一

括

二
号

昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号

定
天
然
記
念
物
に
指
定
す
る
。

称

員

数

所

在

一

括

一

口

一

口

三

口

二

個

一

個

一

個

一

括

柳
井
市
柳
井

茶
臼
山
古
墳

柳
井
市
柳
井

地

域

所

有

者

）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会

地

域

所

有

者

町
大
字
宿
井
字

九
の
二

永

典
紀

）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

の

場

所

所

有

者

一
一
九
四
の
二

資
料
館

一
八
九
一
の
一

柳
井
市

一
二

よ よ

教

育

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日

県
議

県
議
の
請

山 口 県

直
県
条
廃
の

県
の
す
る

（定期）報

山
地

に
規

八
十

運
営

有
す

る
数

数
）

第 号

善

会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

会
の
議
員
の
解
職

求

地
方
自
治
法
第
八

第
一
項

平
成
十
九
年
四
月
六
日

接
請
求
の
種
類

根

拠

規

例
の
制
定
又
は
改

請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

事
務
の
執
行
に
関

監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

生
寺
庭
園

山
口
市
上
宇
野
令
字

一
六
の
一

選
挙
管
理

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
美
祢
郡
選
挙
区

周
南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

十
六

十
条

大
島
郡
選
挙
区

熊
毛
郡
選
挙
区

下
関
市
選
挙
区

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
阿
武
郡
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
玖
珂
郡
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

定

必

要

な

有

十
四

十
五

第
四
十
号

第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第

数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に

及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び

法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

周
慶
寺
一
〇

山
口
市
上
宇
野
令
字

一
六
の
一
の
う
ち
二

方
メ
ー
ト
ル

委
員
会

一
〇
、
一
七
〇

八
、
三
二
三

四
二
、
〇
九
八

一
八
、
二
六
六

二
七
一
、
三
八
六

六
、
二
五
一

九
、
五
五
〇

七
九
、
七
四
〇

四
八
、
〇
八
六

五
〇
、
二
五
五

一
九
、
九
二
二

三
二
、
一
六
八

一
五
、
〇
三
七

四
二
、
九
三
九

一
五
、
〇
〇
〇

一
一
、
六
四
〇

長

福

田

隆

司

権

者

の

数二
四
、
五
六
七

一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

周
慶
寺
一
〇

、
四
一
六
平

宗
教
法
人
善
生
寺

）
目

品

車
動
自

）
量

数

金
入
借

夫
秀

岡
平

）
先

入
借 平

成
十
九
年
四
月
六
日

平
岡
秀
夫
後
援
会
に
関
す
る

「

金
入
借

夫
秀

岡
平

）
先

入
借

「

産
動

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

団
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
平
成
十

関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
平

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

副
知
事
並
び
に
県
の
選

挙
管
理
委
員
、
監
査
委

員
及
び
公
安
委
員
会
の

委
員
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
委

員
の
解
職
の
請
求

地
方
教
育
行

及
び
運
営
に

律
第
八
条
第

）
額
価

の
得
取

得
取

成
平

円
年入

借

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

部
分
中

入
借

示
第
四
十
一
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

七
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

岡
秀
夫
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
要

七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お

第
八
十
一

第
八
十
六

政
の
組
織

関
す
る
法

一
項

一
三

）
日

月
年

月
日

に
改
め
る
。

）
高

残

円

」

委
員
長

福

田

隆

司

）
高

残

を

円

」

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
係
る
収
支

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条

旨
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
八
年

り
訂
正
す
る
。

二
七
一
、
三
八
六治に第山

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 金曜日 山 口 （定期）県 報

一二
のを

第 号

災
山
口九

年
四
月
六
日
印
刷

発

九
年
四
月
六
日
発
行

発

修
正
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
四
日

修
正
事
項

自
然
災
害
、
事
故
災
害
及
び
地
震

大
綱
、
災
害
予
防
計
画
、
災
害
応

行
っ
た
。

雑

山
口
県
地
域
防
災
計
画
の
修
正

害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年

県
地
域
防
災
計
画
を
修
正
し
た
の

平
成
十
九
年
四
月
六
日

行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

災
害
に
関
す
る
防
災
関
係
機
関

急
対
策
計
画
並
び
に
復
旧
・
復

報

法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四

で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

定
価
一
箇
月

金
二
千
七

山
口
県
防
災
会
議

の
処
理
す
べ
き
事
務
及
び
業
務

興
計
画
に
つ
い
て
所
要
の
修
正

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
表
し
ま
す
。

百
円
（
送
料
共
）

一
四

雑

報


